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頁 行 誤 正

10 本則 1.1 1行目
…危険な状態にある人員または船舶を、可能
な限り救助をしなければならない。

→
…危険な状態にある人員または船舶に対し
て、可能な限りのあらゆる救助をしなければ
ならない。

16 本則 19.2(b) 1行目 自艇と障害物の間を →自艇と障害物の間を

24 本則 42.3(h) 1行目 …艇がそのレースで著しく有利に… →…艇がそのレースで明らかに有利に…

26 本則 44.3(b) 1行目 艇が得点ペナルティーを履行する場合、… →艇が得点ペナルティーを履行した場合、…

27 本則 48 1行目 『海上における衝突予防のための国際規則』 →『海上における衝突予防のための国際規則』

37 本則 69.1(a) 7行目 …正当な理由がある場合には、… →…正当な理由を示した場合には、…

111 付則 K18 1行目 …、艇は、レース中無線送信も、… →…、レース中の艇は、無線送信も、…

121 付則 L16.6 1行目
指示11.3、18、21、23、24、25 および26 の
違反は、

→
指示11.3、18、21、23、24、25、26 および27
の違反は、

123 付則 L20 4行目 …または計測員により… →…またはメジャラーにより…

137 付則 N3.4 1行目 …、そのパネルは休会とし、… →…、そのパネルは休会とすることができ、…

143 定義 障害物 6、7行目
レース中の艇を含む航行中の船舶は、1艇で
は連続した障害物ではない。

→
レース中の艇を含む航行中の船舶は、連続し
た障害物ではない。
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